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第 章  総則 
適用範     

第 条  当社 業者 間 締結 注型企画旅行 関 契約

注型企画旅行契約 いい 約款 定

約款 定 い 項 い 法 又 般 確立

慣習   

  当社 法 旅行者 利 い範 業者

書面 特約 結 前項 規定 わ そ 特約

優先   

用語 定義   

第 条  約款 注型企画旅行 当社 業者 依頼

旅行者 参加 旅行 目的地及び日程 旅行者 提供

運送又 宿泊 サ ビ 容並び 業者 当

社 支払う 旅行 金 額 定 旅行 関 計画 作成

実施 旅行 いい   

  約款 国 旅行 本邦 旅行 いい 海外旅行

国 旅行 外 旅行 いい   

  部 通信契約 当社 提携 ク ッ カ 会社

提携会社 いい カ 会員 間 電 郵便 ファク

ミ そ 他 通信手段 申込 締結 注型企画旅行

契約 あ 当社 業者 対 注型企画旅行契約 基

く旅行 金等 係 債権又 債務 当 債権又 債務 履行

日 降 定 提携会社 カ 会員規約 従 決済

い 業者 あ 諾 当 注型企画旅行契約

旅行 金等 第十 条第 項 第十七条第 項第 文 第 十条第 項

定 方法 支払う 容 注型企画旅行契約 いい

  

  部 電子 諾通知 契約 申込 対 諾 通知

あ 情報通信 術 利用 方法 う 当社 使用 電子計算

機 ファク ミ 装置 テ ック 又 電 機 電子計算機等

いい 業者 使用 電子計算機等 接 電気通信回線

通 送信 方法 行う いい   

  約款 カ 利用日 業者又 当社 注型企画旅行

契約 基 く旅行 金等 支払又 払戻債務 履行 日 いい   

  部 業者 法人そ 他 団体及び 業 又 業

契約 当 者 場合 個人 いい   

  部 旅行者 当社 業者 間 注型企画旅行契約

基 当 旅行 参加 個人 いい   

旅行契約 容     

第 条  当社 注型企画旅行契約 い 旅行者 当社 定 旅

行日程 従 運送 宿泊機関等 提供 運送 宿泊そ 他 旅行

関 サ ビ 旅行サ ビ いい 提供

う 手配 旅程 管理 引  

手配 行者     

第四条  当社 注型企画旅行契約 履行 当 手配 全部又

部 本邦 又 本邦外 他 旅行業者 手配 業 行う者そ 他

補 者 行 あ   

  

第 章  契約 締結 
企画書面 交付   

第五条  当社 当社 注型企画旅行契約 申込 う 業

者 依頼 あ 当社 業務 都合 あ 除

当 依頼 容 沿 作成 旅行日程 旅行サ ビ 容 旅行

金そ 他 旅行条件 関 企画 容 載 書面 企画

書面 いい 交付   

  当社 前項 企画書面 い 旅行 金 訳 企画 関

扱料金 企画料金 いい 金額 明示 あ

  

契約 申込   

第 条  前条第 項 企画書面 載 企画 容 関 当社

注型企画旅行契約 申込 う 業者 当社所定 申込書

申込書 いい 所定 項 入 当社 定

金額 申込金 当社 提出   

  前条第 項 企画書面 載 企画 容 関 当社 通信契

約 申込 う 業者 前項 規定 わ 会員番

号そ 他 項 当社 通知   

  第 項 申込金 旅行 金 そ 訳 金額 明示 企画

料金 含 又 消料 く 約料 部 扱い   

  業者 当社 定 日 当社 対 旅行者 人数

氏 連絡先 旅券番号そ 他 旅行サ ビ 提供 必要

情報 当社 求 情報 提供

特 配慮 必要 旅行者 い 場合 日 間 業者

特 配慮 必要 旅行者 い 確認 次第 や 申

出 く い 当社 可能 範 応   

  前項 申出 基 当社 旅行者 講 特 措置 要

費用 業者 負担   

契約締結 拒否     

第七条  当社 次 掲 場合 い 注型企画旅行契約 締結

応 い あ   

  旅行者 他 旅行者 迷惑 及ぼ 又 団体行動 滑 実施 妨

そ あ   

  通信契約 締結 う 場合 あ 業者 ク ッ

カ 無効 あ 等 業者 旅行 金等 係 債務 部又 全

部 提携会社 カ 会員規約 従 決済 い   

  業者 表者 役員又 実質的 経営 支配 者 含 本

条 い 又 旅行者 暴力団 暴力団員 暴力団準構成員

暴力団関係者 暴力団関係企業又 総会屋等そ 他 社会的勢力 あ

認   

四  業者又 旅行者 当社 対 暴力的 要求行 当 要求行

引 関 脅迫的 言動 く 暴力 用い 行 又

準 行 行   

五  業者又 旅行者 風説 流布 偽計 用い く 威力 用い

当社 信用 毀損 く 当社 業務 妨害 行 又

準 行 行   

  そ 他当社 業務 都合 あ  

契約 成立時期     

第 条  注型企画旅行契約 当社 契約 締結 諾 第 条第

項 申込金 理 時 成立   

  当社 第 条第 項 規定 わ 申込金 支払い

く 注型企画旅行契約 締結 諾 あ 場

合 当社 業者 そ 旨 載 書面 交付 注型

企画旅行契約 当社 当 書面 交付 時 成立   

  通信契約 前 項 規定 わ 当社 契約 締結 諾

旨 通知 発 時 成立 当 契約

い 電子 諾通知 発 場合 当 通知 業者 到 時 成

立   

契約書面 交付     

第九条  当社 前条 定 契約 成立 や 業者 旅行日

程 旅行サ ビ 容 旅行 金そ 他 旅行条件及び当社 責任

関 項 載 書面 契約書面 いい 交付

  

  当社 第五条第 項 企画書面 い 企画料金 金額 明示

場合 当 金額 前項 契約書面 い 明示   

  当社 注型企画旅行契約 手配 旅程 管理 義務 負う旅

行サ ビ 範 第 項 契約書面 載   

確定書面     

第十条  前条第 項 契約書面 い 確定 旅行日程 運送

く 宿泊機関 称 載 い場合 当 契約書面 い 利

用予定 宿泊機関及び旅行計画 重要 運送機関 称 限定 列挙



当 契約書面交付 旅行開始日 前日 旅行開始日 前日

起算 ぼ 七日目 当 日 降 注型企画旅行契約

申込 場合 あ 旅行開始日 当 契約書面

定 日 業者 確定状況 載 書面 確

定書面 いい 交付   

  前項 場合 い 手配状況 確認 希望 業者 問い合わ

あ 確定書面 交付前 あ 当社 迅 適

回答     

  第 項 確定書面 交付 場合 前条第 項 規定 当社

手配 旅程 管理 義務 負う旅行サ ビ 範 当 確定書

面 載 特定   

情報通信 術 利用 方法     

第十 条  当社 あ 業者 諾 得 企画書面 注型企

画旅行契約 締結 う 業者 交付 旅行日程 旅行

サ ビ 容 旅行 金そ 他 旅行条件及び当社 責任 関

項 載 書面 契約書面又 確定書面 交付 え 情報通信

術 利用 方法 当 書面 載 項 条

い 載 項 いい 提供 業者 使用 通

信機器 備え ファイ 載 項 録 確認   

  前項 場合 い 業者 使用 係 通信機器 載 項 録

ファイ 備え い い 当社 使用 通信機

器 備え ファイ 専 当 業者 用 供 限

載 項 録 業者 載 項 閲覧 確認   

旅行 金     

第十 条  業者 旅行開始日 契約書面 載 期日

当社 対 契約書面 載 金額 旅行 金 支払わ

    

  通信契約 締結 当社 提携会社 カ 所定

伝票 業者 署 く 契約書面 載 金額 旅行 金 支

払い 途 当社 業者 間 旅行契約成立日 定

場合 除 カ 利用日 旅行契約成立日   

  

第 章  契約 変更 
契約 容 変更   

第十 条  業者 当社 対 旅行日程 旅行サ ビ 容そ 他

注型企画旅行契約 容 契約 容 いい 変更

う求 場合 い 当社 可能 限

業者 求 応   

  当社 天災地変 戦乱 暴動 運送 宿泊機関等 旅行サ ビ 提供

中止 官 署 命 当初 運行計画 い運送サ ビ 提供

そ 他 当社 関 得 い 生 場合 い 旅行 安全

滑 実施 や 得 い 業者 あ や

当 関 得 い あ 理 及び当 因果関係

説明 契約 容 変更 あ 緊急 場合

い や 得 い 変更 説明   

旅行 金 額 変更     

第十四条  注型企画旅行 実施 当 利用 運送機関 い

適用 運賃 料金 条 い 適用運賃 料金 いい

著 い経済情勢 変化等 注型企画旅行 企画書面

交付 際 明示 時 い 効 示 い 適

用運賃 料金 比 通常想定 程 大幅 超え 増額又 減

額 場合 い 当社 そ 増額又 減額 金額 範

旅行 金 額 増加 又 減少   

  当社 前項 定 旅行 金 増額 旅行

開始日 前日 起算   ぼ 十五日目 当 日 前

業者 そ 旨 通知   

  当社 第 項 定 適用運賃 料金 減額

項 定 そ 減少額 旅行 金 減額   

  当社 前条 規定 基 く契約 容 変更 旅行 実施 要

費用 当 契約 容 変更 そ 提供 旅行サ

ビ 対 消料 約料そ 他既 支払い 又 支払わ

い費用 含 減少又 増加 生 場合 費用

増加 運送 宿泊機関等 当 旅行サ ビ 提供 行 い

わ 運送 宿泊機関等 席 部屋そ 他 諸設備 足 発生

場合 除 当 契約 容 変更 際 そ

範 い 旅行 金 額 変更 あ                       

  当社 運送 宿泊機関等 利用人員 旅行 金 異 旨 契

約書面 載 場合 い 注型企画旅行契約 成立 当社

責 当 利用人員 変更 契約書

面 載 旅行 金 額 変更 あ   

契約 地位 譲渡     

第十五条  当社 注型企画旅行契約 締結 業者 当社 諾

得 契約 地位 第 者 譲 渡     

  業者 前項 定 当社 諾 求 う 当社所

定 用紙 所定 項 入 所定 金額 手数料 当社

提出   

  第 項 契約 地位 譲渡 当社 諾 あ 時 効力 生

旅行契約 地位 譲 第 者 業者 当

注型企画旅行契約 関 権利及び義務

当 第 者 個人 あ 場合 あ 当 注型企画旅

行契約 い 契約 地位 譲渡 効力発生 引

部 約款 適用   

旅行者 変更  

第十 条  当社 注型企画旅行契約 締結 業者 当社 諾

得 旅行者 変更     

  業者 前項 基 旅行者 変更 当社所定 用紙

所定 項 入 所定 金額 手数料 当社 提出

  

  

第四章  契約 解除 
業者 解除権   

第十七条  業者 い 注型企画旅行契約 部 表第

定 消料 当社 支払 注型企画旅行契約 解除

通信契約 解除 場合 あ 当社 提携会社 カ

所定 伝票 業者 署 く 消料 支払い

当社 業者 間 次項 定 特約 結 業

者 当 特約 基 く 消料 支払わ   

  当社 第 条第 項 規定 わ 業者 間 消料

額 い 特約 結ぶ 当 特約 基 く

消料 総額 注型企画旅行契約 部 表第 定 消料

額 超え 業者 旅行者 間 契約そ 他 合意 旅行

者 本契約 基 く当 旅行者 旅行 金 基礎 表

第 算出 消料 額 超え 額 消料又 約料 負担

い 場合 当 特約 無効 当社

注型企画旅行契約締結時 旅行者 当 超過 負担 知

知 い 過失 い場合 業者 当

特約 無効 主張   

  業者 次 掲 場合 い 第 項 規定 わ 旅

行開始前 消料 支払う く 注型企画旅行契約 解除

  

  当社 契約 容 変更 そ 変更 注

型企画旅行契約 部 表第 欄 掲 そ 他 重要

あ 限   

  第十四条第 項 規定 基 い 旅行 金 増額   

  天災地変 戦乱 暴動 運送 宿泊機関等 旅行サ ビ 提供 中止

官 署 命 そ 他 生 場合 い 旅行 安全

滑 実施 可能 又 可能 そ 極 大 い

  

四  当社 業者 対 第十条第 項 期日 確定書面 交付

    

五  当社 責 契約書面 載 旅行日程 従

旅行 実施 可能   

  業者 旅行開始 い 業者 く 旅行者 責

契約書面 載 旅行サ ビ 領

く 又 当社 そ 旨 告 第 項 規定

わ 消料 支払う く 旅行サ ビ 当 領



く 部 契約 解除   

  前項 場合 い 当社 旅行 金 う 旅行サ ビ 当

領 く 部 係 金額 業者 払い戻

前項 場合 当社 責 い場合 い

当 金額 当 旅行サ ビ 対 消料 約料そ 他 既

支払い 又 支払わ い費用 係 金額 差

引い 業者 払い戻   

当社 解除権等 旅行開始前 解除     

第十 条  当社 次 掲 場合 い 業者 理 説明

旅行開始前 注型企画旅行契約 全部又 部 解除 あ

 

  旅行者 病気 必要 介 者 在そ 他 当 旅行

耐え い 認   

  旅行者 他 旅行者 迷惑 及ぼ 又 団体旅行 滑 実施 妨

そ あ 認   

  業者又 旅行者 契約 容 関 合理的 範 超え 負担 求

  

四  キ 目的 旅行 必要 降雪量等 旅行実施条件 あ

契約 締結 際 明示 成就 い そ 極 大 い

    

五  天災地変 戦乱 暴動 運送 宿泊機関等 旅行サ ビ 提供 中止

官 署 命 そ 他 当社 関 得 い 生 場合 い

契約書面 載 旅行日程 従 旅行 安全 滑 実施 可

能 又 可能 そ 極 大 い     

  通信契約 締結 場合 あ 業者 ク ッ カ

無効 等 業者 旅行 金等 係 債務 部又 全部 提携

会社 カ 会員規約 従 決済 く   

七  業者 表者 役員又 実質的 経営 支配 者 含 又 旅

行者 第七条第 号 第五号 い 当 明

  

  業者 第十 条第 項 契約書面 載 期日 旅行 金

支払わ い 当 期日 翌日 い 業者 注型企画旅行契

約 解除 場合 い 業者 当社 対

注型企画旅行契約 部 表第 定 消料 相当 額

約料 支払わ 前条第 項 規定

消料 特約 あ 場合 業者 当 特約 基 く 消料 相当

額 約料 支払わ   

当社 解除権 旅行開始 解除     

第十九条  当社 次 掲 場合 い 旅行開始 あ

業者 理 説明 注型企画旅行契約 部 解除 あ

  

  旅行者 病気 必要 介 者 在そ 他 旅行

耐え い     

  旅行者 旅行 安全 滑 実施 添乗員そ 他 者

当社 指示 背 者又 行 他 旅行者 対 暴

行又 脅迫等 団体行動 規 乱 当 旅行 安全 滑

実施 妨   

  業者 表者 役員又 実質的 経営 支配 者 含 又 旅

行者 第七条第 号 第五号 い 当 明

    

四  天災地変 戦乱 暴動 運送 宿泊機関等 旅行サ ビ 提供 中止

官 署 命 そ 他 当社 関 得 い 生 場合 あ

旅行 可能   

  当社 前項 規定 基 い 注型企画旅行契約 解除

当社 業者 間 契約関係 将来 向 消滅

場合 い 旅行者 既 提供 旅行サ ビ 関 当社

債務 い 効 弁済   

  前項 場合 い 当社 旅行 金 う 旅行者 い そ 提

供 い い旅行サ ビ 係 部 係 金額 当 旅行サ

ビ 対 消料 約料そ 他 既 支払い 又 支払

わ い費用 係 金額 差 引い 業者 払い戻

  

旅行 金 払戻     

第 十条  当社 第十四条第 項 第五項 規定 旅行 金

減額 場合又 前 条 規定 注型企画旅行契約 解除

場合 い 業者 対 払い戻 金額 生 旅

行開始前 解除 払戻 あ 解除 翌日 起算 七日

減額又 旅行開始 解除 払戻 あ 契約書面

載 旅行終了日 翌日 起算 十日 業者 対 当 金

額 払い戻  

  当社 業者 通信契約 締結 場合 あ 第十四条第 項

第五項 規定 旅行 金 減額 場合又 前 条 規

定 通信契約 解除 場合 い 業者 対 払い戻

金額 生 提携会社 カ 会員規約 従 業者

対 当 金額 払い戻 場合 い 当社 旅行開始前

解除 払戻 あ 解除 翌日 起算 七日 減額

又 旅行開始 解除 払戻 あ 契約書面 載 旅行

終了日 翌日 起算 十日 業者 対 払い戻 額

通知 業者 当 通知 行 日 カ 利用日

    

  前 項 規定 第 十 条又 第 十九条第 項 規定

業者 旅行者又 当社 損害賠償請求権 行使 妨

あ   

契約解除 路手配   

第 十 条  当社 第十九条第 項第 号又 第四号 規定 旅

行開始 注型企画旅行契約 解除 業者又 旅行者

求 応 旅行者 当 旅行 出発地 戻 必要 

旅行サ ビ 手配 引   

  前項 場合 い 出発地 戻 旅行 要 費用

業者 負担   

  

第五章  旅程管理 
旅程管理     

第 十 条  当社 旅行者 安全 滑 旅行 実施 確保

力 業者又 旅行者 対 次 掲 業務 行い

当社 業者 異 特約 結 場合 限 あ

    

  旅行者 旅行中旅行サ ビ い そ あ

認 注型企画旅行契約 従 旅行サ ビ 提供

確実 必要 措置 講   

  前号 措置 講 わ 契約 容 変更 得 い

替サ ビ 手配 行う 際 旅行日程 変更

変更 旅行日程 当初 旅行日程 趣旨 う

う 旅行サ ビ 容 変更 変更 旅

行サ ビ 当初 旅行サ ビ 様 う 等

契約 容 変更 最小限 う 力   

当社 指示     

第 十 条  業者及び旅行者 旅行開始 旅行終了 間 い

団体 行動 旅行 安全 滑 実施 当社 指

示 従わ     

添乗員等 業務     

第 十四条  当社 旅行 容 添乗員そ 他 者 行 第

十 条各号 掲 業務そ 他当 注型企画旅行 付随 当社

必要 認 業務 全部又 部 行わ あ   

  前項 添乗員そ 他 者 項 業務 従 時間 原則

時 十時   

保護措置   

第 十五条  当社 旅行中 旅行者 疾病 傷害等 保護 要

状態 あ 認 必要 措置 講 あ

場合 い 当社 責 い

当 措置 要 費用 業者 負担 業者 当 費用 当

社 指定 期日 当社 指定 方法 支払わ

  

  

第 章  責任 
当社 責任     



第 十 条  当社 注型企画旅行契約 履行 当 当社又 当

社 第四条 規定 基 い 手配 行 者 手配 行者

いい 故意又 過失 業者又 旅行者 損害 え

そ 損害 賠償 責 任 損害発生 翌日 起算

当社 対 通知 あ 限   

  業者又 旅行者 天災地変 戦乱 暴動 運送 宿泊機関等 旅行

サ ビ 提供 中止 官 署 命 そ 他 当社又 当社 手配 行者

関 得 い 損害 被 当社 前項 場合

除 そ 損害 賠償 責任 負う あ   

  当社 手荷物 い 生 第 項 損害 い 項 規定

わ 損害発生 翌日 起算 国 旅行 あ 十四

日 海外旅行 あ 十 日 当社 対 通知 あ

限 旅行者 十五万 限 当社 故意又 重大

過失 あ 場合 除 賠償   

特 補償     

第 十七条  当社 前条第 項 規定 基 く当社 責任 生 否

問わ 紙特 補償規程 定 旅行者 注型

企画旅行参加中 そ 生命 身体又 手荷物 被 定 損害

い あ 定 額 補償金及び見舞金 旅行者 対 支払

い     

  前項 損害 い 当社 前条第 項 規定 基 く責任 負う

そ 責任 基 い 支払う 損害賠償金 額 限 い 当

社 支払う 前項 補償金 当 損害賠償金   

  前項 規定 場合 い 第 項 規定 基 く当社 補償金支

払義務 当社 前条第 項 規定 基 い 支払う 損害賠償金 前

項 規定 損害賠償金 補償金 含 相当

額 縮減     

  当社 注型企画旅行参加中 旅行者 対象 途 旅行 金

当社 実施 募集型企画旅行 い 注型企画旅行

契約 容 部 扱い   

旅程保証     

第 十 条  当社 注型企画旅行契約 部 表第 欄 掲

契約 容 重要 変更 次 各号 掲 変更 運送 宿泊機関等 当

旅行サ ビ 提供 行 い わ 運送 宿泊機関等

席 部屋そ 他 諸設備 足 発生 除

除 生 場合 業者 対 当 変更 生 旅行者

旅行 金 表 欄 載 率 乗 額 変更補償金

旅行終了日 翌日 起算 十日 支払い 当

変更 い 当社 第 十 条第 項 規定 基 く責任 発生

明 あ 場合 限 あ   

  次 掲 変更    

イ  天災地変    

  戦乱    

ハ  暴動    

ニ  官 署 命     

  運送 宿泊機関等 旅行サ ビ 提供 中止    

ヘ  当初 運行計画 い運送サ ビ 提供    

  旅行者 生命又 身体 安全確保 必要 措置    

  第十 条第 項 規定 基 い 注型企画旅行契約 変更

当 変更 部 及び第十七条 第十九条 規定 基 い

注型企画旅行契約 解除 当 解除 部 係 変

更  

  当社 支払う 変更補償金 額 前項 変更 生 旅行者

旅行 金 十五％ 当社 定 率 乗 額 限

旅行者 あ 変更補償金 額 千 未満 あ

当社 変更補償金 支払い   

  当社 第 項 規定 基 変更補償金 支払 当 変更

い 当社 第 十 条第 項 規定 基 く責任 発生 明

場合 業者 当 変更 係 変更補償金 当社 返

還 場合 当社 項 規定 基 当社

支払う 損害賠償金 額 業者 返還 変更補償金 額 相

殺 残額 支払い     

業者及び旅行者 責任     

第 十九条  業者又 旅行者 故意又 過失 当社 損害 被

業者 損害 賠償   

  業者 注型企画旅行契約 締結 際 当社 提供

情報 活用 業者及び旅行者 権利義務そ 他 注型企画

旅行契約 容 い 理解 う   

  旅行者 旅行開始 い 契約書面 載 旅行サ ビ

滑 領 万 契約書面 異 旅行サ ビ 提供

認識 旅行地 い や そ 旨 当社 当社

手配 行者又 当 旅行サ ビ 提供者 申 出   

  

第七章  弁済業務保証金 旅行業協会 保証社員 あ 場合  

弁済業務保証金     

第 十条  当社 般社団法人日本旅行業協会 東京都千 区霞 関

目 番 号 保証社員   

  当社 注型企画旅行契約 締結 業者又 当 契約 基 旅

行 参加 旅行者 そ 引 生 債権 関 前項

般社団法人日本旅行業協会 供 い 弁済業務保証金 ００

０万 弁済   

  当社 旅行業法第四十九条第 項 規定 基 般社団法人日

本旅行業協会 弁済業務 

保証金 担金 納付 法第七条第 項 基 く営業

保証金 供  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情 申出  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施行日 成30 4 1日 

 

旅行者 当社 旅行業務 関 情 い 当 者間 解決

場合 協会 そ 解決 い 力 求

申出  

 

  称     般社団法人  日本旅行業協会 

所在地     東京都千 区霞 関 目 番 号 

電       。0」)」59「-1「66 


